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※背景図面は、実際の境界や筆界、権利関係を示すものではありません。 
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復興公営住宅 

駐車場 限られたスペースの中で、日常的

に顔をあわせる場をできるだけ確

保するなど、コミュニティ形成に
配慮する。 

敷地南側に対しても閉ざし

た空間とはせず、歩行者が

出入りできるようにする。 

都市計画道路の区域内は、要求水準書に

定める範囲の工作物等以外は設置できな
いため、広場等として整備する。 

敷地内の車両出入口は北側

の県道に設ける。駐車場は

集中駐車場とし、限られた

敷地の有効活用を図る。 

県道沿いの住棟は、沿道の街並みと

の調和や景観形成に配慮する。

 

既存のバス停留所は除却し、

現位置もしくは近傍で再整備

する。 

既存側溝の機能継承(原則と

して存置) 


